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平成２１年１０月８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２１年（行ケ）第１０１４１号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年９月３日

判 決

原 告 株 式 会 社 福 本 電 機

同訴訟代理人弁護士 安 保 智 勇

加 藤 幸 江

山 田 威 一 郎

被 告 ロレックス ソシエテ アノニム

同訴訟代理人弁護士 加 藤 義 明

町 田 健 一

木 村 育 代

松 永 章 吾

アインゼル・フェリックス＝ラインハルト同 弁理士

山 崎 和 香 子

主 文

１ 特許庁が取消２００８－３００３０７号事件につい

て平成２１年４月２０日にした審決を取り消す。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため

の付加期間を３０日と定める。

事実及び理由

第１ 請求

主文１項と同旨

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１のとおりの手続において原告の本件商標の不使用を理由
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とする登録の取消しを求める被告の審判請求について特許庁が同請求を認めた別紙

審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記２のとおり）には，下記３のと

おりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標（甲１）

商標登録番号：第４１４６８５５号

商標の構成

指定商品：第１４類「時計，貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器

・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキン

リング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し

及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布，貴金属製喫

煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，記念カップ，記念たて」

設定登録日：平成１０年５月２２日

存続期間の更新登録日：平成２０年５月２０日

(2) 審判手続及び本件審決

審判請求日：平成２０年３月１２日（甲１）

審判請求登録日：平成２０年３月３１日（甲１）

審決日：平成２１年４月２０日

本件審決の結論：「登録第４１４６８５５号商標の商標登録は取り消す。」

審決謄本送達日：平成２１年５月７日

２ 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は，要するに，原告販売に係る腕時計（以下「原告商品」

という。）の文字盤には本件商標を構成する文字とつづりを同じくする「ＤＥＥＰ

ＳＥＡ」との表示がされているが，これは商標法（以下「法」という。）上の自他

商品の識別標識として使用されているものとは認められないから，本件商標につい



- 3 -

いて法５０条１項にいう「使用」の事実は認めることができない，というものであ

る。

３ 取消事由

(1) 本件商標が自他商品の識別標識として使用されていないとした認定の誤り

（取消事由１）

(2) 法５０条１項にいう「使用」についての解釈の誤り（取消事由２）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（本件商標が自他商品の識別標識として使用されていないとした

認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 原告商品の文字盤の表示態様

原告商品の文字盤には，中心から上部に「ＥＬＧＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ

ＡＬ」の文字が表され，下部に「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字

のほか，「ＷＡＴＥＲ ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ」「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」「ＤＡＴ

Ｅ」の文字が表されているが，このうち「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」「ＤＥＥＰＳＥ

Ａ」の文字は，他の文字部分とは異なり，赤色で目立つ態様で表されている（甲３

～７）。

そして，原告商品の文字盤に表された上記文字のうち，「ＥＬＧＩＮ ＩＮＴＥ

ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ」が原告ブランドを示すメインの商標であるが，「ＡＵＴＯＭ

ＡＴＩＣ」「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字部分も自他商品識別機能を有している。すな

わち，時計を始めとするファッション関連商品においては，メインのブランド名の

ほかに，サブブランド名が付されることが一般的であるところ，原告商品に付され

た「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字は，原告商品のサブブランド

の名称として，取引者・需要者に認識されるものであって，自他商品識別機能を十

分に果たしているということができる。

(2) 「ＤＥＥＰＳＥＡ」との文字の自他商品識別力
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本件審決は，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字が「深海」を意味すると認定するが，原

告商品を目にする取引者・需要者が「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字から「深海」との意

味合いを見て取るということはできず，少なくとも，原告商品に表された「ＤＥＥ

ＰＳＥＡ」の文字から「深海に潜っても使用できる商品」というような具体的な商

品の品質を認識するとは考えられない。

本件審決は，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字が，防水機能付きであることを示す「Ｗ

ＡＴＥＲ ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ」，自動巻（オートマチック）機能付きであること

を示す「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」，水深（６６０フィート）２００メートルを表した

「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」，日付表示機能付きであることを表した「ＤＡＴＥ」と

の各文字とともに表示されていることを根拠に，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字が，そ

の下段の「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」とあいまって，水深２００メートルの深海にお

いても使用できる機能及び主な使用表示として認識されると認定したが，このよう

な認定は，時計業界における取引の実情に合致しない。

原告商品は，水中でも使用できる時計であるが，このような防水機能付きの時計

についても，多くは一般消費者が購入するものであり，このような一般消費者は，

「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」との表示の意味合いすら正確に把握することができると

はいえず，少なくとも，この記載と「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字を連動させて，「Ｄ

ＥＥＰＳＥＡ」の文字が，「水深２００メートルの深海」を意味すると認識すると

考えることはできない。

また，防水機能，耐水機能を示す表現としては「ＷＡＴＥＲ ＲＥＳＩＳＴＡＮ

Ｔ」「ＷＡＴＥＲ ＰＲＯＯＦ」等の表現が使用されるのが一般的であるのに対し，

深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として「ＤＥＥＰＳＥ

Ａ」との文字が品質表示的に使用される例は存在せず，このような語が腕時計の品

質表示として一般的な表現であるということができず，需要者は，「ＤＥＥＰＳＥ

Ａ」の文字から神秘的なイメージを感じ取ることがあっても，これを深海でも使用

できる商品であるとの具体的な商品の品質を表示する文字として理解するというこ
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とはできない。

(3) 被告による「ＤＥＥＰＳＥＡ」商標の使用態様

被告販売の腕時計には，文字盤上部に「ＲＯＬＥＸ」「ＤＥＥＰＳＥＡ」，同下

部に「ＳＥＡ－ＤＷＥＬＬＥＲ」「１２８００ｆｔ＝３９００ｍ」の各文字が表れ

ているものがあるところ，被告は，当該腕時計を「ロレックス シードゥエラー

ディープシー」と呼称し，文字盤に記載の「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字を出所識別標

識ととらえて宣伝広告を行っている（甲１２，１３）。また，被告は，「ＲＯＬＥ

Ｘ ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字から成る商標につき，「第１４類 時計」等を指定商

品とする商標登録出願（商願２００８－２６４７４号）を行っている（甲１９）。

このように，被告は，原告商品における「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字について「６

６０ｆｔ＝２００Ｍ」とあいまって品質表示として認識されるとの主張をしながら，

自らが販売する商品において，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字が出所識別機能を果たす

ことを前提とした宣伝広告を行い，このような文字を要部とする商標につき商標登

録出願まで行っているものであって，被告の主張は不当である。

〔被告の主張〕

(1) 原告商品の文字盤の表示態様

原告は，原告商品の文字盤において「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」「ＤＥＥＰＳＥＡ」

の文字が赤色で表示されていることから，これらの文字が原告商品のサブブランド

の名称として取引者・需要者に認識されるものであると主張する。しかしながら，

「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」の語は，機械式腕時計の分野で「自動巻」という機能を意

味する語として普通に用いられており（乙１），このような普通名称が「原告商品

のサブブランド」の名称として認識されることなどあり得ない。そして，「ＤＥＥ

ＰＳＥＡ」の文字は，機能を表す「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」の文字と，一文字程度の

スペースはあるものの，色，字体，大きさなど一連といえる態様で表示されており，

また，「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」及び「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字は，原告商品の文字

盤の６時位置の機能・性能を表す文字列の中に置かれているものであって，これら
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の事実によると，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字についても，取引者・需要者は，「自

動巻」の語を意味する「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」の語と同様に腕時計の機能及び仕様

表示として認識するものということができる。

以上のとおり，原告商品に表示された「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字が腕時計の機能

及び主な仕様表示として認識され，自他商品の識別標識としての機能を果たし得な

いとした本件審決に誤りはない。

(2) 「ＤＥＥＰＳＥＡ」との文字の自他商品識別力

原告は，原告商品を目にする取引者・需要者が「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字から

「深海」との意味合いを見て取ることはできないと主張するが，「ＤＥＥＰ－ＳＥ

Ａ」は「深海」を意味する英単語であって，仮に，原告商品を目にする取引者・需

要者が，「ＤＥＥＰ－ＳＥＡ」との単語を知らなくとも，「ＤＥＥＰ」及び「ＳＥ

Ａ」の語は中学生向けの英語辞書にも載っている程度の平易な英単語であるから，

両者を組み合わせた語が「深海」を意味する語であることは容易に理解できる。

また，原告は，少なくとも，原告商品に表された「ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字から

「深海に潜っても使用できる商品である」というような具体的な商品の品質を認識

するとは考えられないと主張するところ，確かに，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の語は，深

い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されて

いるとはいえない。しかしながら，原告商品は，単なる生活防水程度の腕時計では

なく，実際に水中で使用できる「ダイバーズウォッチ」（表示に従えば原告商品は

２００メートルまでの水深に耐えられる。）であること，原告商品と同程度の防水

機能のついた腕時計は多数存在し，一般消費者であっても，腕時計の防水機能の表

示等について一定の知識を有するということができ，「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」の

表示の意味合いを容易に把握することができること，上記のとおりの原告商品にお

ける「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示態様や「ＤＥＥＰＳＥＡ」の語の意味が容易に理解

できることを考慮すれば，取引者・需要者は，「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」との表示

とあいまって，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示を「水深２００メートルの深海において
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も使用できる機能及び主な使用表示」と認識するといえ，同表示をもって，原告製

品と他の製品を識別するための手掛かりとして認識しているということはできない。

以上のとおり，原告商品に表示された「ＤＥＥＰＳＥＡ」の欧文字の使用は，自

他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとした本件審決に誤りはない。

(3) 被告による「ＤＥＥＰＳＥＡ」商標の使用態様

被告における「ＤＥＥＰＳＥＡ」「ディープシー」の使用態様と，原告が本件腕

時計に「ＤＥＥＰＳＥＡ」の欧文字を表示することが商標法上の商標の使用に該当

するか否かは別個の問題である。

２ 取消事由２（法５０条１項にいう「使用」についての解釈の誤り）について

〔原告の主張〕

法２条３項は，商標の「使用」とは，商品又は商品の包装に標章を付する行為や

標章を付した商品を譲渡する行為等をいうものと規定しているが，商標権侵害訴訟

の場面においては，登録商標の類似商標が付されていても，およそ出所表示機能を

果たしていないことが明らかである場合には，商標権侵害の事実が否定されるとの

考えが一般的である。

しかしながら，登録商標の不使用を理由とする取消しの審判における「使用」に

ついては，上記の商標権侵害における商標の使用の考えを適用する理由はなく，何

らかの態様で登録商標が使用されていれば，登録商標の使用があったと解すべきで

ある。けだし，商標権侵害の場面においては，第三者によって仮に形式的に登録商

標と同一又は類似の商標が使用されていても，それが出所表示機能を果たしていな

い場合には，商標権者の利益が害されることがない以上，商標権侵害の事実は否定

すべきとの価値判断がされることになるが，不使用取消しの場合には，商標権者の

使用の有無のみが問題になるにすぎないのであって，第三者に対する関係を配慮す

る必要がないからであり，また，不使用取消審判は，不使用商標の登録を個別的に

整理することを意図した審判制度であって，当該審判における商標の「使用」につ

いては，商標権の維持を認めるに足りる程度の使用といえるか否かを検討すれば十
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分であって，その使用が出所表示機能を果たすものであるか否かを厳密に問う必要

もないからである。

〔被告の主張〕

不使用取消審判の制度趣旨は，法の保護は商標の使用によって蓄積された信用に

対して与えられるのが本来的な姿であって，一定期間登録商標の使用をしていない

場合には，保護すべき信用が発生しないか，あるいは発生した信用も消滅して，そ

の保護の対象がなくなるし，一方，不使用の登録商標に対して排他的独占的な権利

を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し，かつ，その存在により権利者以

外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから，審判請求をする利益を有す

る者の請求によって，このような商標登録を取り消させることにある。

そうであるから，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないような態様で

の「使用」によっては，当該商標に商標法上保護すべき信用が蓄積されるとはいえ

ず，法５０条１項にいう「使用」があったとして法の保護を与えるためには，当該

商品の識別表示として，法２条３項各号所定の行為を必要とするものというべきで

ある。

これに対し，原告は，不使用商標の登録を個別的に整理することを意図した審判

制度であるから，商標の「使用」については，商標権の維持を認めるに足りる程度

の使用といえるか否かを検討すれば十分であって，その使用が出所表示機能を果た

すものであるか否かを厳密に問う必要はないと主張するが，不使用取消審判は，上

記のとおり，単に不使用商標の登録を個別的に整理することを意図した審判制度で

はなく，ある商標が保護に値するかどうかを判断するに当たっては，当該商標が出

所表示機能を果たすかを厳密に問う必要があるのであって，原告の主張は，商標が

自他商品識別機能を本質的機能とすることを全く無視しており，採用できない。

第４ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（本件商標が自他商品の識別標識として使用されていないとした

認定の誤り）について
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(1) 原告商品の文字盤の表示態様

原告商品は，水中でも使用できるダイバーズウォッチであって，その文字盤には，

中心から上部に「ＥＬＧＩＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ」の文字が表され，中

心から下部には，順に「ＷＡＴＥＲ ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ」「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ

ＤＥＥＰＳＥＡ」「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」「ＤＡＴＥ」と４段で表示され，こ

のうち「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＤＥＥＰＳＥＡ」の文字は，他の部分とは異なり赤

色で表示されている（甲３）。

(2) 表示の自他商品の識別力

上記の下部の４段の表示は，腕時計の文字盤上に表されたものであるところ，１

行目の「ＷＡＴＥＲ ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ」は腕時計が防水性を有していることを

示す一般的な英語用語であり，３行目の「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」は６６０フィー

トすなわち約２００メートルの水深までの耐水性を有していることを示しているも

のと解され，４行目の「ＤＡＴＥ」は腕時計に日付表示機能が搭載されていること

を示す一般的な英語用語であって，これらの用語は，いずれも商品の品質等を示す

ものであって，自他商品の識別標識として使用されているものとみることはできな

い。

２行目の「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示については，「ＡＵＴ

ＯＭＡＴＩＣ」と「ＤＥＥＰＳＥＡ」との間に約１字分の空白が設けられ，また，

「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」は腕時計が機械式の自動巻時計であることを示す一般的な

英語用語であるのに対し，「ＤＥＥＰＳＥＡ」は「深海」を意味する英単語の「Ｄ

ＥＥＰ－ＳＥＡ」を表示し，「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」とは関連性のない別の意味の

ものであることからすると，「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ」と「ＤＥＥＰＳＥＡ」とに分

離してみることができる。なお，この「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示は，「ＤＥＥＰ」

と「ＳＥＡ」とが連続して記載されているか否かなどといった違いはあるが，本件

商標と社会通念上同一のものと認められる。

そして，この「ＤＥＥＰＳＥＡ」については，次行の「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」
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の表示とあいまって，需要者において，水深２００メートルの深海においても使用

できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得る可能性があるが，一方，

「ＤＥＥＰＳＥＡ」の語は，深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示す

る語として一般的に使用されているものではないこと（当事者間に争いがない。）

などからすると，この「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示については，「深海」の意味を示

す用語として，需要者において，テレビ番組等においても目にする機会がめったに

ない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができ，この

ことは，需要者に対して，これが付された腕時計である原告商品の自他の識別標識

としての機能をも果たしているものであって，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示は，原告

商品に自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いるものとして付されて

いるということができる。

この点について，被告は，原告商品が実際に水中で使用できる「ダイバーズウォ

ッチ」であること，原告商品と同程度の防水機能のついた腕時計は多数存在し，一

般消費者であっても，腕時計の防水機能の表示等について一定の知識を有するとい

え，「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」の表示の意味合いを容易に把握することができるこ

と，原告商品における「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示態様や「ＤＥＥＰＳＥＡ」の語の

意味が容易に理解できることを考慮すれば，取引者・需要者は，「６６０ｆｔ＝２

００Ｍ」の表示とあいまって，「ＤＥＥＰＳＥＡ」の表示を「水深２００メートル

の深海においても使用できる機能及び主な使用表示」と認識するということができ，

同表示をもって，原告製品と他の製品を識別するための手掛かりとして認識してい

るということはできないと主張するが，商品に付された１つの標章が常に１つの機

能しか果たさないと解すべき理由はなく，原告商品に付された「ＤＥＥＰＳＥＡ」

の表示が，次行の「６６０ｆｔ＝２００Ｍ」の表示とあいまって，需要者において，

水深２００メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示す

るものと理解し得るとしても，その表示が，同時に，自他商品を識別させるために

付されている商標でもあると解することができるものであり，上記のとおりの「Ｄ
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ＥＥＰＳＥＡ」の持つイメージ等に照らすと，この表示が原告商品に自他商品を識

別させる機能をも果たす態様で用いるものとして付されていると解することができ

るものであって，被告の主張は採用することができない。

そうすると，原告が主張している取消事由２について検討するまでもなく，本件

商標について法５０条１項にいう「使用」の事実は認められるべきものであるから，

その事実を認めることができないとして原告の商標登録を取り消した本件審決は誤

りというほかない。

３ 結論

以上の次第であるから，本件審決は取り消されるべきものである。

知的財産高等裁判所第４部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 浅 井 憲


